
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山厚生年金 事案 563  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 41 年６月 13日から 45 年５月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格取得日に係る記録を 41 年６

月 13日に、資格喪失日に係る記録を 45年５月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を 41 年６月から同年９月までは１万円、同年 10 月から 42 年９月ま

では１万 2,000 円、同年 10 月から 43 年９月までは１万 8,000 円、同年 10 月

から 45年４月までは２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 48年３月１日まで 

私は、長男が１歳を過ぎた昭和 40 年３月ごろに、Ａ社の事業主から、社

会保険に加入させるので勤務してほしいと誘われ、事務員として勤務した。

同社の仕事が無くなったころからは、作業現場が同じであったＢ社で引き続

いて 48 年２月末まで勤務した。当時、一緒に働いていた同僚は厚生年金保

険に加入しているのに、私だけが加入していないのはおかしいので、申立期

間について厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、事業主に誘われて勤務したと主張しているＡ社の連絡の取れた同

僚は、「申立人は、Ａ社で勤務していた。」と供述している上、同社と作業現

場が同じであった系列会社のＢ社で勤務していた従業員二人は、「申立人はＢ

社ではなく、Ａ社で一般事務又は雑用のような仕事をしていたことを覚えてい

る。」と供述しているところ、ⅰ）申立人が、「入社当時、同僚から自分の前

任者だと聞かされた。」と記憶している女性従業員は、昭和 41年６月 13日に

厚生年金保険被保険者の資格を喪失していること、ⅱ）申立人は、45 年３月

２日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失している同僚が退職したことを記

憶していること、ⅲ）申立人は、前述の同僚が退職した後は、Ａ社に勤務して

いたのは、事業主と自分の二人だけだったと記憶していること、ⅳ）46 年 10

月 10 日にＢ社の厚生年金保険被保険者の資格を喪失している従業員は、「自



分がＢ社を辞めるころに、申立人は、まだＡ社で働いていた。」と供述してい

ることから、申立人は、申立期間のうち 41 年６月 13 日から、少なくとも 46

年 10月ごろまで同社に勤務していたことがうかがえる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人が記

憶している同僚 10 人のうち、「常勤ではなかった。」と供述している同僚１

人を除く９人には、厚生年金保険被保険者記録があり、このうち連絡が取れ、

同社が適用事業所となった時に被保険者となった同僚は、「自分が勤務してい

た当時、従業員は５人ぐらいだった。」と供述しているところ、当該同僚が、

厚生年金保険被保険者の資格を喪失した日以前おおむね１年間の厚生年金保

険被保険者数が５人（事業主を除く。）であったことが確認できることから、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 41 年３月１日以降について、

常勤の従業員のほぼすべてが厚生年金保険に加入していたことがうかがえる。 

さらに、申立人が自分の前任者であったと記憶する女性従業員について、系

列会社であったＢ社の申立期間当時の給与事務担当者に照会したところ、「そ

の人は、事務関係の仕事をしていた。」と回答している上、Ａ社の業務内容は、

材木選別の現場作業が中心であり、男性主体の職場であったこと、事務及び雑

用の業務をしていたと主張している申立人及び当該女性従業員は、同社におけ

る唯一の女性従業員であったことから、一部担当業務が異なるものの、申立人

の前任者であったことがうかがえ、当該女性従業員は、厚生年金保険の被保険

者であったことが確認できる。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人は、申立期間のうち、昭和 41年６月 13日からＡ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった 45 年５月１日までの期間において、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人とほぼ同時期にＡ社の系

列会社であったＢ社に入社している申立人と年齢が近い女性事務員及びＡ社

に係る同年齢の同僚の記録から、昭和 41 年６月から同年９月までは１万円、

同年 10月から 42年９月までは１万 2,000円、同年 10月から 43年９月までは

１万 8,000円、同年 10月から 45年４月までは２万円とすることが妥当である。  

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は既に死亡していることから確認できないものの、申立期間の健康保険厚生

年金保険被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係

る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考えられない。また、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、

被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者資格の喪失届も提出されていると

考えられるところ、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録

しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 41 年６月から 45 年４月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



一方、申立期間のうち、昭和 40 年３月から 41 年６月 13 日までの期間につ

いては、申立人が自分の前任者であったと記憶している女性従業員は、同年６

月 13 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失している上、申立人は「同僚か

ら『前任者が辞めたので、あなたが雇われた。ほとんど入れ違いだった。』と

言われた。」と供述していることから、申立人は、当該期間において同社に勤

務していなかったものと推認される。 

また、申立期間のうち、昭和 45 年５月１日から 46 年 10 月ごろまでの期間

については、Ａ社は 45 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ている上、同社の事業主は既に死亡していることから、当該期間における厚生

年金保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月ごろから 48 年３月１日までの期

間については、申立人は、「Ａ社の仕事が無くなった後は、Ｂ社で仕事をして

いた。」と主張しているものの、45 年５月１日以降にＢ社で厚生年金保険被

保険者の資格を取得している同僚のうち連絡先が確認できた５人に照会した

ところ、申立人がＢ社で勤務していた旨の供述は得られなかった上、Ｂ社の申

立期間当時の給与事務担当者は、「申立人の給与計算をしたことがない。申立

人はＢ社ではなく、Ａ社で働いていた。」と供述している。 

このほか、申立人のＡ社における昭和 40 年３月から 41 年６月 13 日までの

期間及び同社における 45 年５月１日から 46年 10 ごろまでの期間並びにＢ社

における同年10月ごろから48年３月１日までの期間に係る厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間のうち、昭和 40年３月から 41年６月 13 日までの期間及び 45年５月１日

から 48 年３月１日までの期間について、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



和歌山厚生年金 事案 569  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年９月５日から 38年 12月 26 日まで 

社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ事業所（現在は、Ｂ社）にお

ける厚生年金保険被保険者期間が脱退手当金支給済みとされている。当時、

脱退手当金という制度があったことすら知らず、事業主からも制度の説明は

無かった。 

また、脱退手当金を支給されたこととなっている昭和39年７月ごろは出産

を控え、社会保険事務所に出向いて手続を行う余裕はなかった上、当時は、

Ｃ市町村に転居しており、事業所のあったＤ市町村（現在は、Ｅ市町村）ま

で請求手続のために出かけた記憶もない。 

脱退手当金を請求も受給もしていないので、申立期間が厚生年金保険被保

険者期間となるよう記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間を計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の２回の被保険者期間に

ついてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、

申立人が３回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念するとは考え

難い。 

また、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約７か月後の昭和39年７月13日に支給決定されているところ、Ａ事

業所に係る厚生年金保険被保険者名簿、及び申立人に係る厚生年金保険被保険

者台帳記号番号払出票において、申立人の氏名は変更処理がなされておらず旧

姓のままであり、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられる

が、申立人は、「事業所を退職後の昭和39年１月＊日に結婚し、夫の姓を名乗

っていた。」と供述しているとともに、戸籍の附票において、同日付けで夫の

住所地であるＣ市町村に住所変更していることが確認できることを踏まえる

と、結婚後、半年近くを経過して申立人が脱退手当金の請求を旧姓で行うのは



不自然であることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、申立人は申立期間後の昭和39年10月１日から国民年金に加入し、60

歳到達時まで国民年金保険料をすべて納付していることを踏まえると、年金記

録をつなげる意思がうかがわれるとともに、加入時点において、申立人は申立

期間を厚生年金保険期間として認識していたことがうかがわれ、申立人が脱退

手当金を受給していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



和歌山国民年金 事案 639   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から同年５月までの期間、39年３月から同年11月まで

の期間及び同年12月から40年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から同年５月まで 

② 昭和39年３月から同年11月まで 

③ 昭和39年12月から40年３月まで 

申立期間当時両親が、Ａ駅前で自営業を営んでおり、毎月集金人が国民年

金保険料の集金に来ていた。申立期間について、私の分の国民年金保険料も

納付しているはずなので年金記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は未成年者であり、国民年金に加入す

ることができない期間である。なお、申立人が所持する国民年金手帳の「被保

険者となった日」（昭和 35 年 10 月１日、39 年３月 11 日）及び「被保険者で

なくなった日」（昭和 36年６月１日）等の記載は、手帳発行時にＢ市町村役場

の担当者が誤記入したものと考えられ、当該期間の国民年金保険料を納付して

いたものと判断する根拠とはならない。 

また、申立期間③については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50

年７月 29 日にＢ市町村で払い出されており、これ以前に別の国民年金手帳記

号番号が払い出されている事跡が認められないことから、申立期間当時、申立

人は、国民年金の未加入者である上、上記払出日時点では当該期間の保険料は

時効により納付できない。 

さらに、申立期間③当時の申立人及び両親の住所はＢ市町村であり、Ｃ市町

村の集金人が集金できないことから、申立人の保険料を両親がＣ市町村で納付

していたとする申立内容は不自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



和歌山国民年金 事案 640  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年 12 月から 14 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年12月から14年２月まで 

私は、平成 13 年＊月に 20 歳になったが、当時は学生であったため、14

年３月ごろになって母親がＡ市町村（現在は、Ｂ市町村）役場で学生納付特

例の申請を行った。 

しかし、申請手続の際､役場の担当者から、「制度上、平成 13年 12月から

14 年２月までの期間は、学生納付特例は認められない。」と言われたため、

３か月ぐらいなら払えると思い、母親が当該期間について納付書で３回に分

けて国民年金保険料を納付した。 

申立期間は学生納付特例ではなく国民年金保険料を納付しているはずな

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料に係る学生納付特例の申請及び保険料の納付を行

ったとする申立人の母親は、「平成 14年３月ごろ、学生納付特例の申請のため

役場に行ったところ、役場の担当者から、13 年 12 月から 14 年２月までの期

間については学生納付特例は認められないと言われた。」と供述しているもの

の、ⅰ）オンライン記録によると、申立期間を含む平成 13 年 12 月から 14 年

３月までの期間については、13 年 12 月 19 日に学生納付特例の申請が受け付

けられ、14 年１月７日に承認されているとともに、当該期間後の同年４月か

ら 15 年３月までの期間については、14 年４月 10 日に学生納付特例の申請が

受け付けられ、同年７月 15 日に承認されていることが確認できること、ⅱ）

Ｂ市町村では、「申立期間当時、役場が社会保険事務所（当時）から学生納付

特例の申請に対する審査結果を受けたら、すぐに電算記録に登録していた。」

と回答しており、申立てどおり、14 年３月ごろに 13 年 12 月以降の学生納付

特例の申請を行おうとした場合、役場において、既に同年 12月から 14年３月

までの期間の学生納付特例が承認されていることが確認できるため、役場の担



当者が、当該期間について学生納付特例は認められない旨回答することは考え

難いこと、ⅲ）学生納付特例は、制度上、申請のあった日の属する月の前月か

ら承認されるものであるため、申立てどおり、14 年３月ごろに 13 年 12 月以

降の学生納付特例の申請を行おうとした場合、仮に、同年 12月から 14年３月

までの期間が学生納付特例とされていなかったとすれば、申請月の前月に当た

る 14 年２月から承認されることとなることから、申立人の母親の供述内容に

は不自然さが見られる。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付

について関与しておらず、これらを行ったとする申立人の母親からも、申立期

間に係る保険料の納付状況について具体的な供述は得られなかった。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料の納

付をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 641   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和54年12月から63年７月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年12月から63年７月まで 

私達夫婦は、昭和 54年 12月の結婚を機に、当時居住していたＡ市町村に

おいて国民年金に加入した。その後 63年６月にＢ市町村(現在は、Ｃ市町村)

に転居した際、転入手続時に国民年金手帳の提出を求められ、その手帳と引

き替えに新しい手帳が交付された。 

しかし、新しい手帳には昭和 63 年８月以降の加入記録しか記載されてい

ない。54 年 12 月から 63 年７月までの間も国民年金保険料を払っていたは

ずなので、年金記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ｂ市町村への転入手続時に、Ａ市町村で発行された国民年金手

帳を持参して年金加入手続を行った。その時に古い手帳を回収され、現在の手

帳の交付を受けた。」と主張しているが、申立人が保管する年金手帳を確認し

たところ、国民年金の欄に記号番号及び資格取得日が記載されておらず、厚生

年金保険の欄に記号番号及び資格取得日が記載されているのみであることか

ら、Ｂ市町村への転入手続時（昭和 63年６月 14日）に同市町村において発行

されたものではなく、昭和 63年８月 26日に申立人が厚生年金保険被保険者資

格を取得した時に発行された手帳であると推認され、申立人の主張とは符合し

ない。 

また、オンライン記録によると、申立人に対し国民年金手帳記号番号が払い

出された事跡は確認できないことから、申立期間はすべて国民年金の未加入期

間であり、国民年金保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 642  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和54年12月から63年７月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年12月から63年７月まで 

私達夫婦は、昭和 54年 12月の結婚を機に、当時居住していたＡ市町村に

おいて国民年金に加入した。その後 63年６月にＢ市町村(現在は、Ｃ市町村)

に転居した際、転入手続時に国民年金手帳の提出を求められ、その手帳と引

き替えに新しい手帳が交付された。 

しかし、新しい手帳には昭和 63 年８月以降の加入記録しか記載されてい

ない。54 年 12 月から 63 年７月までの間も国民年金保険料を払っていたは

ずなので、年金記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ｂ市町村への転入手続時に、Ａ市町村で発行された国民年金手

帳を持参して年金加入手続を行った。その時に古い手帳を回収され、現在の手

帳の交付を受けた。」と主張しているが、申立人が保管する年金手帳を確認し

たところ、国民年金欄の「申立人がはじめて被保険者となった日」が昭和 63

年８月 26 日と記載されており、この日は、申立人の夫の厚生年金保険被保険

者資格取得日と一致することから、申立人が保管する手帳は、Ｂ市町村への転

入手続時（昭和63年６月24日）に同市町村において発行されたものではなく、

申立人が同年８月 26 日に国民年金第３号被保険者資格の取得を届け出た時に

発行された年金手帳であると推認され、申立人の主張と符合しない。 

また、オンライン記録によると、申立人に対し前出の国民年金手帳記号番号

以外の記号番号が払い出された事跡は確認できないことから、申立期間はすべ

て国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す



ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 643  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年 11 月から 56 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 11月から 56年２月まで 

私の年金手帳には、昭和 55 年 11 月 17 日に氏名が変更された記録がある

にもかかわらず、申立期間については国民年金の未加入期間となっている。 

申立期間も、国民年金に加入しており、国民年金保険料を納付していたは

ずなので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の年金手帳には、昭和 55年 11 月 17日に氏名が変更された記

録があることから、申立期間についても国民年金に加入しており、国民年金保

険料を納付していた。」と主張しているところ、国民年金手帳記号番号払出簿

によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56年４月 11日に申立人の

元夫と連番で払い出されていることが確認できるとともに、Ａ市町村が保管す

る申立人に係る国民年金被保険者名簿によると、申立人が最初に国民年金被保

険者資格を取得した日は同年３月１日であり、付加保険料の納付申出は同年４

月１日に受付されていることが確認できることから、申立人は、同年３月から

同年４月ごろに元夫と一緒に初めて国民年金の加入手続を行ったものと推認

される。 

また、オンライン記録によると、元夫は、申立期間を含む昭和 55年８月 26

日から 56 年３月１日までの期間について、厚生年金保険の被保険者であるこ

とが確認できる上、申立人と元夫の婚姻日は 55 年 11 月＊日であることから、

申立期間については、国民年金の任意適用期間に当たり、制度上、さかのぼっ

て国民年金に加入し、国民年金保険料を納付することができない期間に該当す

る。 

さらに、上記の国民年金手帳記号番号の払出日以前に、申立人に対して、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 



加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料の納

付をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

なお、申立人から提出された年金手帳の「氏名変更」の欄に昭和 55 年 11

月 17 日と記載されていることについて、当該日付が記載された経緯は不明で

あり、当該日付をもって、申立人が国民年金に加入し国民年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできない。 

 



和歌山厚生年金 事案 562  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏 名 ： 男  

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年５月から 41年３月１日まで 

私は、昭和40年５月から42年５月５日までＡ社Ｂ支店に勤務していたが、

社会保険事務所（当時）の記録では申立期間が厚生年金保険に未加入とされ

ている。当時は同社の寮に住んでおり、勤務していたことは間違いないので、

厚生年金保険加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立期間中に差し出された申立人あての郵便物から、申

立人が、申立期間においてＡ社Ｂ支店に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ支店の経理担当者は、「当時、社員はまず、臨時社員

として採用し、正社員登用までには長期間を要した。雇用保険は入社してすぐ

に加入させたが、厚生年金保険は正社員でないと加入させなかった。」と供述

している。 

また、申立人と同日（昭和 41 年３月１日）に厚生年金保険に加入している

者のうち、連絡が取れた８人の同僚全員が、「Ａ社Ｂ支店は、臨時社員の期間

が長く、半年から長い人で３年ほど正社員にしてもらえなかった。」と供述し

ている上、そのうちの５人は、「正社員になっても、３か月から６か月ほど厚

生年金保険に加入できず、給与から保険料の控除もなかった。」と供述してい

る。 

さらに、前述の同僚８人のうちＡ社Ｂ支店の寮に住んでいたとする４人は、

「入社すると、正社員でなくてもすぐに寮に入居することができた。」と供述

しているが、オンライン記録によると、これら４人全員が、自身の記憶する入

居したとする日より約１年から２年後に厚生年金保険に加入していることが

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



和歌山厚生年金 事案 564 

 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 
基礎年金番号 ：  
生 年 月 日 ： 昭和７年生 
住 所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年８月20日から37年５月15日まで 
申立期間については、Ａ社からの出向社員として、Ｂ社に勤務していた。

給与は出向先であるＢ社から受け取っていたので、同社において厚生年金保

険に加入していたと思う。 
申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となるよう記録の訂正を希望す

る。 
 

第３ 委員会の判断の理由 
申立人が記憶する同僚の、「私は昭和 35 年ごろからＢ社に勤務していたが、

申立人が同社に勤務していたことを記憶している。」との供述から、期間は特

定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 
しかしながら、別の同僚は、「当時、会社にはお金が無く、社員の中には社

会保険に加入していない者がいた。」と供述しているほか、申立人及び複数の

同僚の供述から、申立期間当時、Ｂ社の従業員数は 10 人前後であったとみら

れるところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票で確認できる被保

険者数は約半数の４人だけとなっている。 
また、上記の被保険者原票によると、申立人を記憶している同僚のＢ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和 42 年５月 10 日と記録されて

いるところ、同僚本人は 35 年ごろから勤務していたと供述していることを踏

まえると、当時、同社には、厚生年金保険に加入していない従業員がいたこと

が認められる。 
さらに、商業登記簿によると、Ｂ社は、昭和 49 年 10 月１日に解散してお

り、当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の申立期間における保

険料控除について供述を得ることができない上、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票において、申立期間中の健康保険の整理番号に欠番は無く、

申立人の申立期間に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考え難

い。 



なお、申立期間当時、Ａ社からの出向社員として、他の事業所に勤務してい

た同僚は、「出向している期間、給与は出向先から受け取った。」と供述して

おり、当該同僚の出向期間における社会保険加入事業所は出向先の事業所であ

ることから、同社では、出向期間中は同社の社会保険には加入させない取扱い

をしていたものと推測される。 
このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 565  
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 
基礎年金番号 ：  
生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 
住 所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月８日から 51 年３月まで 
私は、Ａ社の前身である個人事業所の事業主に誘われ、昭和 49 年２月ご

ろから同事業所に勤務することになった。 
その後、昭和 49 年３月８日に法人としてＡ社が設立されたが、その時に、

社長から「厚生年金保険料は、会社が半額負担である。」旨の説明を受けて、

会社負担の重みを初めて知ったことを覚えている。 
以上のとおり、申立期間については、厚生年金保険に加入していたので、

記録の訂正を申し立てる。 
 

第３ 委員会の判断の理由 
Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立期間当時、申立人は、同社の取締役で

あったことが確認できる上、当時の事業主は、「申立人は、昭和 49 年３月か

ら 51 年２月までＡ社に勤務していた。」と回答していることから、申立人が、

申立期間において同社に勤務していたことは推認できる。 
しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所

となった記録は無い上、当時の事業主は、「申立期間当時、Ａ社は資金難のた

め厚生年金保険に加入しておらず、保険料控除も行っていなかった。また、申

立人に対し、厚生年金保険料についての説明は行っていない。」と回答してい

る。 
また、申立人及び当時の事業主の供述から、申立期間当時、Ａ社は、常時４

人が勤務していたことがうかがえるが、当時の厚生年金保険法において、厚生

年金保険の強制適用事業所となる要件は、常時５人以上の従業員を使用するこ

ととされていたことから、同社は、厚生年金保険の強制適用事業所としての要

件を満たしていなかったと推認される。 
さらに、オンライン記録によると、当時の事業主についても、申立期間にお

ける厚生年金保険被保険者記録は無い。 
加えて、オンライン記録によると、申立人の申立期間は、国民年金保険料の



申請免除期間であることが確認できる上、このほか、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 
これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 566 
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 
第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 
氏 名 ： 女  
基礎年金番号 ：  
生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 
住 所 ：  
 

２ 申立内容の要旨 
申 立 期 間 ： 昭和29年３月29日から39年６月７日まで 
Ａ事業所で勤務した期間の厚生年金保険加入記録について照会したとこ

ろ、当該期間については、既に脱退手当金が支給済みであるとの回答をもら

った。 
しかし、脱退手当金を請求した記憶も受け取った記憶も無いので、厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 
申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 
オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、申立期間に係る事業所で

あるＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭

和 39 年 12 月 22 日に支給決定されていることが確認できる。 
そこで、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 39 年６月７日の前後おお

むね２年以内に受給要件を満たし被保険者資格を喪失した女性被保険者 35 人

の脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含む 31 人について脱退

手当金の支給記録が確認でき、うち 20 人が資格喪失日から約６か月以内に支

給決定されている上、上記の 31 人の中には、同一日に支給決定されている者

も散見されることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 
また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 
さらに、申立人がＡ事業所を退職後の昭和 39 年６月から 43 年 12 月までの

国民年金保険料は未納となっているなど、当時、申立人は、年金加入に対する

意識が高かったとは言い難い上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た



らない。 
ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対する

あっせんに当たっての基本方針」（平成 19 年７月 10 日総務大臣決定）に基

づき、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立ての内容が、

社会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと』」とされ

ている。 
脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたことにな

っているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。脱退手

当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされているが、本

事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していない。それゆえ、脱

退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の記録の真実性を

疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しないか、脱退手当金を受け取っ

ていないことをうかがわせる事情が無いかなどいわゆる周辺の事情から考慮

して判断をしなければならない事案である。 
本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾

は見当たらず、申立期間に係る事業所であるＡ事業所において、申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日の前後おおむね２年以内に受給要件を満たし被

保険者資格を喪失した女性被保険者 35 人のうち、申立人を含む 31 人に脱退

手当金の支給記録が確認でき、うち 20 人（申立人を含む。）が資格喪失日か

ら約６か月以内に支給決定されていることなどから、むしろ脱退手当金が支給

されていることをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で申立人が脱退手当金

を受け取っていないことをうかがわせる周辺事情は見受けられない。 
したがって、上記の理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



和歌山厚生年金 事案 567 
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者及び厚生年金保険被保険者

として、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険料及び厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 
基礎年金番号 ：  
生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 
住 所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年９月５日から37年８月１日まで 
② 昭和37年９月24日から50年１月７日まで 
③ 平成６年１月５日から17年11月１日まで 

申立期間①については、私は、昭和 35 年９月５日から 37 年８月１日ま

でＡ氏所有のＢ船で勤務していた。この期間における船員保険の標準報酬月

額は、１万 2,000 円と記録されているが、実際の給料の額は、１万 8,000
円程度であったので、調査の上、記録の訂正をしてほしい。 
申立期間②については、昭和 37 年９月 24 日から 50 年１月７日までＣ氏

所有のＤ船で勤務していた。この期間における船員保険の標準報酬月額は、

１万 4,000 円から８万 6,000 円と記録されているが、実際の給料の額は、２

万 5,000 円から 15 万円程度であったので、調査の上、記録の訂正をしてほ

しい。 
申立期間③については、平成６年１月５日から 17 年 11 月１日までＥ社

で勤務していた。この期間における厚生年金保険の標準報酬月額は 24 万円

と記録されているが、実際の給料の額は、50 万円程度であったので、調査

の上、記録の訂正をしてほしい。 
 
第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ氏所有船舶「Ｂ船」に係る標準報酬月額

の記録が実際の給与支給額とは異なっていると申し立てている。 
しかしながら、上記の船舶所有者は既に死亡しているため、申立人の当該期

間における船員保険料控除額について供述が得られなかった。 
また、Ａ氏所有船舶「Ｂ船」で船員保険被保険者資格を取得している者は申

立人を含めて４人確認できるところ、うち２人は、既に死亡しているため供述

は得られない上、申立人の後任者は、「申立人とは、入れ替わりだった。当時

の給与支給額と標準報酬月額が一致しているかどうかは不明である。」と供述



しており、申立人の主張する標準報酬月額に基づく船員保険料が控除されてい

たことを確認することはできない。 
さらに、申立人に係る船員保険被保険者名簿において確認できる標準報酬月

額とオンライン記録は一致している。 
加えて、申立人は、当該期間の給与明細書等を保管しておらず、当該期間に

おける給与支給額及び船員保険料控除額を確認することができない。 
このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく船員保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
申立期間②について、申立人は、Ｃ氏所有船舶「Ｄ船」に係る標準報酬月額

の記録が実際の給与支給額とは異なっていると申し立てている。 
しかしながら、上記船舶所有者は既に死亡しているため、申立人の当該期間

における船員保険料控除額について供述が得られず、上記船舶所有者の子は、

「船員保険の事務は、父親が行っていた。私は、父親の仕事を手伝ったことは

無く、申立期間当時の書類については残っていない。」と供述している。 
また、当該期間にＣ氏所有船舶「Ｄ船」において船員保険被保険者資格が確

認できる同僚８人のうち６人と連絡が取れたが、そのうち３人は、「給料の方

が標準報酬月額の記録よりも高かったが、給料明細については記憶に無い。」

と供述しており、残りの３人は、「当時のことについては、よく分からない。」

と回答していることから、当該期間における保険料控除額について確認するこ

とはできない。 
さらに、申立人に係る船員保険被保険者台帳（旧台帳）において確認できる

資格取得日及び標準報酬月額は、オンライン記録と一致している上、当該期間

のＣ氏所有船舶「Ｄ船」に係る船員保険被保険者名簿を確認したところ、同名

簿に記載されている被保険者の標準報酬月額とオンライン記録はすべて一致

している。 
加えて、上記の名簿より、申立人及び申立人と同時期に被保険者資格が確認

できる同僚の標準報酬月額を比較したところ、申立人の標準報酬月額が著しく

低い等の状況は見られず、ほぼ同額で推移していることが確認できる。 
また、申立人は、当該期間の給与明細書等を保管しておらず、当該期間にお

ける給与支給額及び船員保険料控除額を確認することができない。 
このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく船員保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
申立期間③について、申立人は、Ｅ社に係る標準報酬月額の記録が実際の給

与支給額とは異なっていると申し立てている。 
しかしながら、申立人から提出された平成 16 年 11 月分の給料支払明細書

を見ると、給料支給額に見合う標準報酬月額は 47 万円であることが確認でき

るものの、上記の給料支払明細書において控除されている厚生年金保険料額に

見合う標準報酬月額（24 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致し

ており、事業主は、オンライン記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を給与から控除していたことが認められる。 
また、申立人から提出された「平成 10 年分の所得税の確定申告書」により



確認できる社会保険料控除額及び「平成 11 年分 、13 年分、14 年分、15 年

分給与所得の源泉徴収票」により確認できる社会保険料等の金額は、オンライ

ン記録の標準報酬月額に見合う社会保険料の年額と一致していることが確認

できる。 
さらに、Ｅ社の元事業主は、「船員保険及び厚生年金保険の報酬月額につい

ては、会社が納付する保険料額を減らすために、実際に支払っていた給料支給

額よりも低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ていた。当時の書類

については残っていない。」と供述している。 
加えて、当該期間の同僚から提出された平成 18 年２月分の給料支払明細書

を見ると、給料支給額に見合う標準報酬月額は 47 万円であることが確認でき

るものの、同給料支払明細書において控除されている厚生年金保険料額に見合

う標準報酬月額（22 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額と一致してい

る。 
このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①から③について、船員保険被保険者及び厚生年金保険被保険

者として、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険料及び厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 568  
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 
 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  
基礎年金番号 ：  
生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 
住 所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月 29 日から同年９月１日まで 
私は、昭和 44 年３月にＡ社に就職し、47 年８月 31 日まで継続して勤務

していた。 
社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社に勤務していた期間のうち、

昭和 47 年７月及び同年８月の２か月間について、厚生年金保険に未加入と

されている。しかし、同社退職後の同年９月１日付けで、国民年金に加入し

た際、交付された国民年金手帳の同年７月及び同年８月の保険料欄に「不要」

と押印されていたことから、申立期間は厚生年金保険に加入し、会社から保

険料を控除されていたはずであるので、申立期間を厚生年金保険加入期間と

して認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 
申立人は、Ａ社を退職した後、昭和 47 年９月１日付けで国民年金に新規加

入し、申立人が保管する国民年金手帳の同年７月及び同年８月の保険料欄に

「不要」と押印されているのは、申立期間において厚生年金保険に加入してい

たためであるとしており、申立期間において継続して同社に勤務し、厚生年金

保険料を控除されていたと申し立てている。 
しかしながら、当時の同僚は、「退職を希望する場合には、会社に退職願を

提出し、決裁を受けなければならない規則となっており、会社は退職願に記載

された退職日をもって、退職手続を行っているはずである。」との供述をして

いるほか、雇用保険の記録によると、申立人の離職日は、昭和 47 年７月 28
日であることが確認できる。 
また、Ａ社が保管する申立人に係る社会保険の加入記録（被保険者資格の取

得・喪失年月日及び標準報酬月額の変せん・保険料を記載した資料）によると、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和 47 年７月 29 日となってお

り、雇用保険の記録と符合する。 
さらに、Ａ社が加入していたＢ基金が保管する申立人に係る厚生年金基金加



入員索引票及び中脱記録照会(回答)によると、申立人の同基金の加入員資格喪

失日も上記の加入記録及び雇用保険の記録と符合する。 
以上の事情を踏まえると、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務してい

なかったことが認められる。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間において厚生年金保険被保険者であったことを認めることは

できない。 
 

 


